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健康保険の支給基準により整骨院等で健康保

険証の使える範囲が決められています。

長期施術部.由書を提出し、永認された場合のみ、

最長 3ケ月延長できます。 (さ らに延長すること

はできません。)

整骨院・接骨院で

健康保険証が使えるのは、

この生健盤の里握で急性の場合だけに限られてしヽます。
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◆ご注意ください◆

同じ症状で整骨院・接常院に通院しているにもかかわらず、違う部位を新しくケガをしたよう

に装い、痛名をかえて整骨院・駿骨院から健熊保険組合に浦求される場合がよくあります。

首の結挫で遍院しているのにもかかわらず、3ヶ 月を経過したため病名を牌のお挫に変更して請

求するというような事例です。

このような、不正請求とならないように注意しましよう。

[お問合せ先] シヤープ健康保険組合

保険証・給付金担当

直通

マルナ

長期の施術は

自貴ですよ !


